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１【提出理由】

当社の連結子会社である東芝電力流通システム・アジア社(以下「TTDA」)に対して提起されていた訴訟が解決したた

め、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第14号の規定に基づき、本

臨時報告書を提出するものであります。

 

 

２【報告内容】

(1) 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名

名　称 東芝電力流通システム・アジア社

住　所 Lot 22, Jalan Teknologi, Taman Sains Selangor 1, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor,

Malaysia

代表者 正田　英輔(会長 兼 社長)

 

(2) 当該訴訟の提起があった年月日

2017年10月20日

 

(3) 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名

名　称 PREFORMED LINE PRODUCTA (MALAYSIA) SDN BHD(以下「原告」)

住　所 ３, Jln BK 1/11, Bandar Kinrara1, 47100 Puchons, Selangor, Malaysia

代表者 GARETH JAMES HOPKINS (DIRECTOR)

 

(4) 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額

TTDAは、マレーシアの送電線計画のプロジェクトに関して、原告に一部必要部材を2015年９月に発注しましたが、

原告は、当該発注に係る発生費用の負担に関し、2017年10月20日付で、TTDAに対し、約３百万マレーシアリンギッ

トの損害賠償の支払いを請求する訴訟を提起していました。

 

(5) 当該訴訟の解決があった年月日、解決の内容及び損害賠償支払金額

①解決があった年月日

　2018年２月13日

②解決の内容及び損害賠償支払金額

　TTDAは750千マレーシアリンギットを原告に支払い、原告は訴訟を取下げることで和解しました。

 

以　上
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